
体育会館条例 

旧 新 

1 横須賀市総合体育会館 

(1) 競技場、体育室及びトレーニング室 

ア 専用使用 

(ア) 平日(登録団体に限る。) 

    区分 午前 午後 夜間 午前・午

後 

午後・夜

間 

全日 

  床区分     

施設     

第

1

競

技

場 

営利

を目

的と

しな

い場

合 

体

育

・

ス

ポ

ー

ツ

を

目

的 

入場料を

徴収しな

い場合 

  円 円 円 円 円 円 

1／3 2,200 2,930 2,200 5,130 5,130 7,330 

1／2 3,300 4,400 3,300 7,700 7,700 11,000 

2／3 4,400 5,870 4,400 10,270 10,270 14,670 

全面 6,600 8,800 6,600 15,400 15,400 22,000 

入場料を

徴収する

場合 

19,800 26,400 19,800 46,200 46,200 66,000 

上

記

以

外 

入場料を

徴収しな

い場合 

19,800 26,400 19,800 46,200 46,200 66,000 

入場料を

徴収する

場合 

59,400 79,200 59,400 138,600 138,600 198,000 

営利を目的とする

場合 

178,200 237,600 178,200 415,800 415,800 594,000 

第

2

競

技

場 

体

育・

スポ

ーツ

を目

的 

営

利

を

目

的

と

し

な

い

入場料を

徴収しな

い場合 

1／2 1,570 2,100 1,570 3,670 3,670 5,240 

全面 3,150 4,180 3,150 7,330 7,330 10,480 

入場料を

徴収する

場合 

9,430 12,570 9,430 22,000 22,000 31,430 

1 横須賀市総合体育会館 

(1) 競技場、体育室及びトレーニング室 

ア 専用使用 

(ア) 平日(登録団体に限る。) 

    区分 午前 午後 夜間 午前・午

後 

午後・夜

間 

全日 

  床区分     

施設     

第

1

競

技

場 

営利

を目

的と

しな

い場

合 

体

育

・

ス

ポ

ー

ツ

を

目

的 

入場料を

徴収しな

い場合 

  円 円 円 円 円 円 

1／3 2,600 3,500 2,600 6,100 6,100 

 

8,700 

 

1／2 3,900 

 

5,200 

 

3,900 

 

9,100 

 

9,100 

 

13,000 

 

2／3 5,200 

 

7,000 

 

5,200 

 

12,200 

 

12,200 

 

17,400 

 

全面 7,800 

 

10,400 

 

7,800 

 

18,200 

 

18,200 

 

26,000 

 

入場料を

徴収する

場合 

23,400 

 

31,200 

 

23,400 

 

54,600 

 

54,600 

 

78,000 

 

上

記

以

外 

入場料を

徴収しな

い場合 

23,400 

 

31,200 

 

23,400 

 

54,600 

 

54,600 

 

78,000 

 

入場料を

徴収する

場合 

70,200 

 

93,600 

 

70,200 

 

163,800 

 

163,800 

 

234,000 

 

営利を目的とする

場合 

210,600 

 

280,800 

 

210,600 

 

491,400 

 

491,400 

 

702,000 

 

第

2

競

技

場 

体

育・

スポ

ーツ

を目

的 

営

利

を

目

的

と

し

入場料を

徴収しな

い場合 

1／2 1,800 

 

2,400 

 

1,800 

 

4,200 

 

4,200 

 

6,000 

 

全面 3,600 

 

4,800 

 

3,600 

 

8,400 

 

8,400 

 

12,000 

 

入場料を

徴収する

場合 

10,800 

 

14,400 

 

10,800 

 

25,200 

 

25,200 

 

36,000 

 



場

合 

営利を目的と

する場合 

84,850 113,150 84,850 198,000 198,000 282,850 

第 1体育室 1,770 2,360 1,770 4,130 4,130 5,900 

第 2体育室 

第 3体育室 1,250 1,680 1,250 2,930 2,930 4,180 

第 4体育室 

 

 

 

 

(イ) 平日(登録団体を除く。) 

な

い

場

合 

営利を目的と

する場合 

97,200 

 

129,600 

 

97,200 

 

226,800 

 

226,800 

 

324,000 

 

第 1体育室 2,100 

 

2,800 

 

2,100 

 

4,900 

 

4,900 

 

7,000 

 第 2体育室 

第 3体育室 1,500 

 

2,000 

 

1,500 

 

3,500 

 

3,500 

 

5,000 

 第 4体育室 

(イ) 平日(登録団体を除く。) 

  区分 午前 午後 夜間 午前・午

後 

午後・夜

間 

全日 

 床区分   

施設   

第

1

競

技

場 

営利

を目

的と

しな

い場

合 

体

育

・

ス

ポ

ー

ツ

を

目

的 

入場料を

徴収しな

い場合 

 円 円 円 円 円 円 

1／3 4,400 5,860 4,400 10,260 10,260 14,660 

1／2 6,600 8,800 6,600 15,400 15,400 22,000 

2／3 8,800 11,740 8,800 20,540 20,540 29,340 

全面 13,200 17,600 13,200 30,800 30,800 44,000 

入場料を

徴収する

場合 

39,600 52,800 39,600 92,400 92,400 132,000 

上

記

以

外 

入場料を

徴収しな

い場合 

39,600 52,800 39,600 92,400 92,400 132,000 

入場料を

徴収する

場合 

118,800 158,400 118,800 277,200 277,200 396,000 

営利を目的とする

場合 

178,200 237,600 178,200 415,800 415,800 594,000 

1／2 3,140 4,200 3,140 7,340 7,340 10,480 

  区分 午前 午後 夜間 午前・午

後 

午後・夜

間 

全日 

 床区分   

施設   

第

1

競

技

場 

営利

を目

的と

しな

い場

合 

体

育

・

ス

ポ

ー

ツ

を

目

的 

入場料を

徴収しな

い場合 

 円 円 円 円 円 円 

1／3 5,200 7,000 5,200 12,200 12,200 17,400 

1／2 7,800 10,400 7,800 18,200 18,200 26,000 

2／3 10,400 14,000 10,400 24,400 24,400 34,800 

全面 15,600 20,800 15,600 36,400 36,400 52,000 

入場料を

徴収する

場合 

46,800 62,400 46,800 99,600 99,600 146,400 

上

記

以

外 

入場料を

徴収しな

い場合 

46,800 62,400 46,800 99,600 99,600 146,400 

入場料を

徴収する

場合 

140,400 187,200 140,400 327,600 327,600 468,000 

営利を目的とする

場合 

210,600 280,800 210,600 491,400 491,400 702,000 

1／2 3,600 4,800 3,600 8,400 8,400 12,000 



第

2

競

技

場 

体

育・

スポ

ーツ

を目

的 

営

利

を

目

的

と

し

な

い

場

合 

入場料を

徴収しな

い場合 

全面 6,300 8,360 6,300 14,660 14,660 20,960 

入場料を

徴収する

場合 

18,860 25,140 18,860 44,000 44,000 62,860 

営利を目的と

する場合 

84,850 113,150 84,850 198,000 198,000 282,850 

第 1体育室 3,540 4,720 3,540 8,260 8,260 11,800 

第 2体育室 

第 3体育室 2,500 3,360 2,500 5,860 5,860 8,360 

第 4体育室 

(ウ) 土曜日、日曜日及び休日(登録団体に限る。) 

第

2

競

技

場 

体

育・

スポ

ーツ

を目

的 

営

利

を

目

的

と

し

な

い

場

合 

入場料を

徴収しな

い場合 

全面 7,200 9,600 7,200 16,800 16,800 24,000 

入場料を

徴収する

場合 

21,600 28,800 21,600 50,400 50,400 72,000 

営利を目的と

する場合 

97,200 129,600 97,200 226,800 226,800 324,000 

第 1体育室 4,200 5,600 4,200 9,800 9,800 14,000 

第 2体育室 

第 3体育室 3,000 4,000 3,000 7,000 7,000 10,000 

第 4体育室 

(ウ) 土曜日、日曜日及び休日(登録団体に限る。) 

    区分 午前 午後 夜間 午前・午

後 

午後・夜

間 

全日 

  床区分     

施設     

第

1

競

技

場 

営

利

を

目

的

と

し

な

い

場

合 

体育・スポ

ーツを目的 

入場料を徴

収しない場

合 

1／3 円 

2,620 

円 

3,560 

円 

2,620 

円 

6,180 

円 

6,180 

円 

8,800 

1／2 3,930 5,350 3,930 9,280 9,280 13,210 

2／3 5,240 7,110 5,240 12,350 12,350 17,590 

全面 7,850 10,690 7,850 18,540 18,540 26,390 

入場料を徴

収する場合 

23,570 32,050 23,570 55,620 55,620 79,190 

上記以外 入場料を徴

収しない場

合 

23,570 32,050 23,570 55,620 55,620 79,190 

入場料を徴

収する場合 

70,720 96,160 70,720 166,880 166,880 237,600 

営利を目的とする場合 212,150 288,510 212,150 500,660 500,660 712,810 

1／2 1,880 2,520 1,880 4,400 4,400 6,280 

    区分 午前 午後 夜間 午前・午

後 

午後・夜

間 

全日 

  床区分     

施設     

第

1

競

技

場 

営

利

を

目

的

と

し

な

い

場

合 

体育・スポ

ーツを目的 

入場料を徴

収しない場

合 

1／3 円 

3,000 

円 

4,000 

円 

3,000 

円 

7,000 

円 

7,000 

円 

10,000 

1／2 4,500 6,000 4,500 10,500 10,500 15,000 

2／3 6,000 8,000 6,000 14,000 14,000 20,000 

全面 9,000 12,000 9,000 21,000 21,000 30,000 

入場料を徴

収する場合 

27,000 36,000 27,000 63,000 63,000 90,000 

上記以外 入場料を徴

収しない場

合 

27,000 36,000 27,000 63,000 63,000 90,000 

入場料を徴

収する場合 

81,000 108,000 81,000 189,000 189,000 270,000 

営利を目的とする場合 243,000 324,000 243,000 567,000 567,000 810,000 

1／2 2,100 2,800 2,100 4,900 4,900 7,000 



第

2

競

技

場 

体

育

・

ス

ポ

ー

ツ

を

目

的 

営利を目的

としない場

合 

入場料を徴

収しない場

合 

全面 3,770 5,030 3,770 8,800 8,800 12,570 

入場料を徴

収する場合 

11,320 15,080 11,320 26,400 26,400 37,720 

営利を目的とする場合 101,830 135,770 101,830 237,600 237,600 339,430 

第 1体育室 2,120 2,840 2,120 4,960 4,960 7,080 

第 2体育室 

第 3体育室 1,570 2,100 1,570 3,670 3,670 5,240 

第 4体育室 

 

(エ) 土曜日、日曜日及び休日(登録団体を除く。) 

第

2

競

技

場 

体

育

・

ス

ポ

ー

ツ

を

目

的 

営利を目的

としない場

合 

入場料を徴

収しない場

合 

全面 4,200 5,600 4,200 9,800 9,800 14,000 

入場料を徴

収する場合 

12,600 16,800 12,600 29,400 29,400 42,000 

営利を目的とする場合 113,400 151,200 113,400 264,600 264,600 378,000 

第 1体育室 2,400 3,200 2,400 5,600 5,600 8,000 

第 2体育室 

第 3体育室 1,800 2,400 1,800 4,200 4,200 6,000 

第 4体育室 

 

(エ) 土曜日、日曜日及び休日(登録団体を除く。) 

  区分 午前 午後 夜間 午前・午

後 

午後・夜

間 

全日 

 床区分   

施設   

第

1

競

技

場 

営利

を目

的と

しな

い場

合 

体

育

・

ス

ポ

ー

ツ

を

目

的 

入場料を

徴収しな

い場合 

 円 円 円 円 円 円 

1／3 5,240 7,120 5,240 12,360 12,360 17,600 

1／2 7,860 10,700 7,860 18,560 18,560 26,420 

2／3 10,480 14,220 10,480 24,700 24,700 35,180 

全面 15,700 21,380 15,700 37,080 37,080 52,780 

入場料を

徴収する

場合 

47,140 64,100 47,140 111,240 111,240 158,380 

上

記

以

外 

入場料を

徴収しな

い場合 

47,140 64,100 47,140 111,240 111,240 158,380 

入場料を

徴収する

場合 

141,440 192,320 141,440 333,760 333,760 475,200 

  区分 午前 午後 夜間 午前・午

後 

午後・夜

間 

全日 

 床区分   

施設   

第

1

競

技

場 

営利

を目

的と

しな

い場

合 

体

育

・

ス

ポ

ー

ツ

を

目

的 

入場料を

徴収しな

い場合 

 円 円 円 円 円 円 

1／3 6,000 8,000 6,000 14,000 14,000 20,000 

1／2 9,000 12,000 9,000 21,000 21,000 30,000 

2／3 12,000 16,000 12,000 28,000 28,000 40,000 

全面 18,000 24,000 18,000 42,000 42,000 60,000 

入場料を

徴収する

場合 

54,000 72,000 54,000 126,000 126,000 180,000 

上

記

以

外 

入場料を

徴収しな

い場合 

54,000 72,000 54,000 126,000 126,000 180,000 

入場料を

徴収する

場合 

162,000 216,000 162,000 378,000 378,000 540,000 



営利を目的とする

場合 

212,150 288,510 212,150 500,660 500,660 712,810 

第

2

競

技

場 

体

育・

スポ

ーツ

を目

的 

営

利

を

目

的

と

し

な

い

場

合 

入場料を

徴収しな

い場合 

1／2 3,760 5,040 3,760 8,800 8,800 12,560 

全面 7,540 10,060 7,540 17,600 17,600 25,140 

入場料を

徴収する

場合 

22,640 30,160 22,640 52,800 52,800 75,440 

営利を目的と

する場合 

101,830 135,770 101,830 237,600 237,600 339,430 

第 1体育室 4,240 5,680 4,240 9,920 9,920 14,160 

第 2体育室 

第 3体育室 3,140 4,200 3,140 7,340 7,340 10,480 

第 4体育室 

イ 個人使用 

営利を目的とする

場合 

243,000 324,000 243,000 567,000 567,000 810,000 

第

2

競

技

場 

体

育・

スポ

ーツ

を目

的 

営

利

を

目

的

と

し

な

い

場

合 

入場料を

徴収しな

い場合 

1／2 4,200 5,600 4,200 9,800 9,800 14,000 

全面 8,400 11,200 8,400 19,600 19,600 28,000 

入場料を

徴収する

場合 

25,200 33,600 25,200 58,800 58,800 84,000 

営利を目的と

する場合 

113,400 151,200 113,400 264,600 264,600 378,000 

第 1体育室 4,800 6,400 4,800 11,200 11,200 16,000 

第 2体育室 

第 3体育室 3,600 4,800 3,600 8,400 8,400 12,000 

第 4体育室 

イ 個人使用 

施設 区分 使用料 

市内 市外 

第 1競技場 

第 2競技場 

第 1体育室 

第 2体育室 

午前、午後及び夜間をそれ

ぞれ 1回とする。 

小学生及び中学生 

1回につき 120円 

回数券(11回分) 

1,200円 

15歳以上の者(中学

生を除く。) 

1回につき 260円 

回数券(11回分) 

2,600円 

小学生及び中学生 

1 回につき 240円 

回数券(11回分) 

2,400円 

15歳以上の者(中学

生を除く。) 

1 回につき 520円 

回数券(11回分) 

5,200円 

第 3体育室 

第 4体育室 

午前 9時から正午まで、正

午から午後 3時まで、午後

3時から午後 6時まで及び

午後 6時から午後 9時まで

をそれぞれ 1回とする。 

トレーニング室 入場してから退場するまで

を 1回とする。 

(2) ミーティングルーム 

施設 区分 使用料 

市内 市外 

第 1競技場 

第 2競技場 

第 1体育室 

第 2体育室 

午前、午後及び夜間をそれ

ぞれ 1回とする。 

小学生及び中学生 

0円 

15歳以上の者(中学

生を除く。) 

1回につき 

400円 

回数券(11回分) 

4,000円 

小学生及び中学生 

1回につき  

400円 

回数券(11回分)  

4,000円 

15 歳以上の者(中学

生を除く。) 

1回につき  

800円 

回数券(11回分)  

8,000円 

第 3体育室 

第 4体育室 

午前 9時から正午まで、正

午から午後 3時まで、午後

3時から午後 6時まで及び

午後 6時から午後 9時まで

をそれぞれ 1回とする。 

トレーニング室 入場してから退場するまで

を 1回とする。 

(2) ミーティングルーム 

(1時間当たり) 

    区分 市内 市外 

(1時間当たり) 

    区分 市内 市外 



  使用目的     平日 土曜日、日

曜日及び休

日 

平日 土曜日、日

曜日及び休

日 

施設     

第 1ミーティングルーム 営利を目的と

しない場合 

円 

1,440 

円 

1,750 

円 

2,880 

円 

3,500 

営利を目的と

する場合 

4,420 5,250 8,840 10,500 

第 2ミーティングルーム 営利を目的と

しない場合 

340 410 680 820 

営利を目的と

する場合 

1,020 1,220 2,040 2,440 

第 3ミーティングルーム 営利を目的と

しない場合 

220 260 440 520 

営利を目的と

する場合 

650 780 1,300 1,560 

(3) 温水プール 

  使用目的     平日 土曜日、日

曜日及び休

日 

平日 土曜日、日

曜日及び休

日 

施設     

第 1ミーティングルーム 営利を目的と

しない場合 

円 

1,700 

円 

2,100 

円 

3,400 

円 

4,200 

営利を目的と

する場合 

5,100 6,300 10,200 12,600 

第 2ミーティングルーム 営利を目的と

しない場合 

400 500 800 1,000 

営利を目的と

する場合 

1,200 1,500 2,400 3,000 

第 3ミーティングルーム 営利を目的と

しない場合 

300 400 600 800 

営利を目的と

する場合 

900 1,200 1,800 2,400 

(3) 温水プール 

ア 専用使用 

区分 使用料 

市内 市外 

  円 円 

午前 9時 30分から午前 11時 30分まで 1コー

スにつき 

2,300 4,600 

午後 1時から午後 3時まで 1コースにつき 2,300 4,600 

午後 6時から午後 8時まで 1コースにつき 2,300 4,600 

イ 個人使用 

ア 専用使用 

区分 使用料 

市内 市外 

  円 円 

午前 9時 30分から午前 11時 30分まで 1コー

スにつき 

2,800 5,600 

午後 1時から午後 3時まで 1コースにつき 2,800 5,600 

午後 6時から午後 8時まで 1コースにつき 2,800 5,600 

イ 個人使用 

区分 使用料 

市内 市外 

小学生及び中学生 1回につき 円 

200 

円 

400 

回数券(11回分) 2,000 4,000 

15 歳以上の者(中学

生を除く。) 

1回につき 400 800 

回数券(11回分) 4,000 8,000 
 

区分 使用料 

市内 市外 

小学生及び中学生 1回につき 円 

0  

円 

400 

回数券(11回分)  ― 4,000 

15歳以上の者(中学

生を除く。) 

1回につき  500  1,000 

回数券(11回分)     5,000 10,000 
 

2 横須賀市北体育会館（営利を目的としない場合に限る。） 

(1) 競技場及び小体育室 

ア 専用使用 

(ア) 平日(登録団体に限る。) 

2 横須賀市北体育会館（営利を目的としない場合に限る。） 

(1) 競技場及び小体育室 

ア 専用使用 

(ア) 平日(登録団体に限る。) 



    区分 午前 午後 夜間 午前・午

後 

午後・夜

間 

全日 

  床区分     

施設     

競技

場 

体

育・

スポ

ーツ

を目

的 

入場料を徴収

しない場合 

1／2 円 

1,790 

円 

2,420 

円 

1,790 

円 

4,210 

円 

4,210 

円 

6,000 

全面 3,580 4,820 3,580 8,400 8,400 11,980 

入場料を徴収

する場合 

10,720 14,490 10,720 25,210 25,210 35,930 

小体育室 1,400 1,940 1,400 3,340 3,340 4,740 

(イ) 平日(登録団体を除く。) 

    区分 午前 午後 夜間 午前・午

後 

午後・夜

間 

全日 

  床区分     

施設     

競技

場 

体

育・

スポ

ーツ

を目

的 

入場料を徴収

しない場合 

1／2 円 

2,100 

円 

2,800 

円 

2,100 

円 

4,900 

円 

4,900 

円 

7,000 

全面 4,200 5,600 4,200 9,800 9,800 14,000 

入場料を徴収

する場合 

12,600 16,800 12,600 29,400 29,400 42,000 

小体育室 1,500 2,000 1,500 3,500 3,500 5,000 

(イ) 平日(登録団体を除く。) 

   区分 午前 午後 夜間 午前・午

後 

午後・夜

間 

全日 

 床区分   

施設    

競技

場 

体

育・

スポ

ーツ

を目

的 

入場料を徴

収しない場

合 

 円 円 円 円 円 円 

1／2 3,580 4,840 3,580 8,420 8,420 12,000 

全面 7,160 9,640 7,160 16,800 16,800 23,960 

入場料を徴

収する場合 

21,440 28,980 21,440 50,420 50,420 71,860 

小体育室 2,800 3,880 2,800 6,680 6,680 9,480 

(ウ) 土曜日、日曜日及び休日(登録団体に限る。) 

   区分 午前 午後 夜間 午前・午

後 

午後・夜

間 

全日 

 床区分   

施設    

競技

場 

体

育・

スポ

ーツ

を目

的 

入場料を徴

収しない場

合 

 円 円 円 円 円 円 

1／2 4,200 5,600 4,200 9,800 9,800 14,000 

全面 8,400 11,200 8,400 19,600 19,600 28,000 

入場料を徴

収する場合 

25,200 33,600 25,200 58,800 58,800 84,000 

小体育室 3,000 4,000 3,000 7,000 7,000 10,000 

(ウ) 土曜日、日曜日及び休日(登録団体に限る。) 

      区分 午前 午後 夜間 午前・午

後 

午後・夜

間 

全日 

  床区分     

施設       

競技

場 

体

育・

スポ

ーツ

を目

的 

入場料を徴

収しない場

合 

1／2 円 

2,110 

円 

2,830 

円 

2,110 

円 

4,940 

円 

4,940 

円 

7,050 

全面 4,200 5,660 4,200 9,860 9,860 14,060 

入場料を徴

収する場合 

12,610 17,010 12,610 29,620 29,620 42,230 

小体育室 1,720 2,270 1,720 3,990 3,990 5,710 

(エ) 土曜日、日曜日及び休日(登録団体を除く。) 

      区分 午前 午後 夜間 午前・午

後 

午後・夜

間 

全日 

  床区分     

施設       

競技

場 

体

育・

スポ

ーツ

を目

的 

入場料を徴

収しない場

合 

1／2 円 

2,400 

円 

3,200 

円 

2,400 

円 

5,600 

円 

5,600 

円 

8,000 

全面 4,800 6,400 4,800 11,200 11,200 16,000 

入場料を徴

収する場合 

14,400 19,200 14,400 33,600 33,600 48,000 

小体育室 1,800 2,400 1,800 4,200 4,200 6,000 

(エ) 土曜日、日曜日及び休日(登録団体を除く。) 

   区分 午前 午後 夜間 午前・午

後 

午後・夜

間 

全日 

 床区分   

施設    

   区分 午前 午後 夜間 午前・午

後 

午後・夜

間 

全日 

 床区分   

施設    



競技

場 

体

育・

スポ

ーツ

を目

的 

入場料を徴

収しない場

合 

 円 円 円 円 円 円 

1／2 4,220 5,660 4,220 9,880 9,880 14,100 

全面 8,400 11,320 8,400 19,720 19,720 28,120 

入場料を徴

収する場合 

25,220 34,020 25,220 59,240 59,240 84,460 

小体育室 3,440 4,540 3,440 7,980 7,980 11,420 

イ 個人使用 

競技

場 

体

育・

スポ

ーツ

を目

的 

入場料を徴

収しない場

合 

 円 円 円 円 円 円 

1／2 4,800 6,400 4,800 11,200 11,200 16,000 

全面 9,600 12,800 9,600 22,400 22,400 32,000 

入場料を徴

収する場合 

28,800 38,400 28,800 67,200 67,200 96,000 

小体育室 3,600 4,800 3,600 8,400 8,400 12,000 

イ 個人使用 

区分 

施設 

市内 市外 

午前 午後 夜間 午前 午後 夜間 

競技場 各区分ごとに 

小学生及び中学生 

1回につき 120円 

回数券(11回分) 1,200円 

15歳以上の者(中学生を除く。) 

1回につき 260円 

回数券(11回分) 2,600円 

各区分ごとに 

小学生及び中学生 

1回につき 240 円 

回数券(11回分) 2,400円 

15歳以上の者(中学生を除く。) 

1回につき 520 円 

回数券(11回分) 5,200円 

小体育室 

(2) 温水プール 

区分 

施設 

市内 市外 

午前 午後 夜間 午前 午後 夜間 

競技場 各区分ごとに 

小学生及び中学生 0円 

15歳以上の者(中学生を除く。) 

1回につき 400円 

回数券(11回分) 4,000円 

各区分ごとに 

小学生及び中学生 

1回につき 400 円 

回数券(11回分) 4,000円 

15歳以上の者(中学生を除く。) 

1回につき 800 円 

回数券(11回分) 8,000 円 

小体育室 

(2) 温水プール 

ア 専用使用 

区分 使用料 

市内 市外 

  円 円 

午前 9時 30分から午前 11時 30分まで 1コー

スにつき 

2,300 4,600 

午後 1時から午後 3時まで 1コースにつき 2,300 4,600 

午後 6時から午後 8時まで 1コースにつき 2,300 4,600 

イ 個人使用 

ア 専用使用 

区分 使用料 

市内 市外 

  円 円 

午前 9時 30分から午前 11時 30分まで 1コー

スにつき 

2,800 5,600 

午後 1時から午後 3時まで 1コースにつき 2,800 5,600 

午後 6時から午後 8時まで 1コースにつき 2,800 5,600 

イ 個人使用 

区分 使用料 

市内 市外 

小学生及び中学生 1回につき 円 

200 

円 

400 

回数券(11回分) 2,000 4,000 

15 歳以上の者(中学

生を除く。) 

1回につき 400 800 

回数券(11回分) 4,000 8,000 
 

区分 使用料 

市内 市外 

小学生及び中学生 1回につき 円 

0 

円 

400 

回数券(11回分)  ― 4,000 

15歳以上の者(中学

生を除く。) 

1回につき 500 1,000 

回数券(11回分) 5,000 10,000 
 

3 横須賀市南体育会館（営利を目的としない場合に限る。） 3 横須賀市南体育会館（営利を目的としない場合に限る。） 



(1) 競技場及び小体育室 

ア 専用使用 

(ア) 平日(登録団体に限る。) 

    区分 午前 午後 夜間 午前・午

後 

午後・夜

間 

全日 

  床区分     

施設     

競技

場 

体育・

スポー

ツを目

的 

入場料を徴

収しない場

合 

1／3 円 

1,780 

円 

2,420 

円 

1,780 

円 

4,200 

円 

4,200 

円 

5,980 

1／2 2,670 3,610 2,670 6,280 6,280 8,950 

2／3 3,560 4,820 3,560 8,380 8,380 11,940 

全面 5,350 7,230 5,350 12,580 12,580 17,930 

入場料を徴

収する場合 

16,030 21,690 16,030 37,720 37,720 53,750 

上記以

外 

入場料を徴

収しない場

合 

16,030 21,690 16,030 37,720 37,720 53,750 

小体育室 1,400 1,940 1,400 3,340 3,340 4,740 

(イ) 平日(登録団体を除く。) 

(1) 競技場及び小体育室 

ア 専用使用 

(ア) 平日(登録団体に限る。) 

    区分 午前 午後 夜間 午前・午

後 

午後・夜

間 

全日 

  床区分     

施設     

競技

場 

体育・

スポー

ツを目

的 

入場料を徴

収しない場

合 

1／3 円 

2,100 

円 

2,800 

円 

2,100 

円 

4,900 

円 

4,900 

円 

7,000 

1／2 3,200 4,200 3,200 7,400 7,400 10,600 

2／3 4,200 5,600 4,200 9,800 9,800 14,000 

全面 6,300 8,400 6,300 14,700 14,700 21,000 

入場料を徴

収する場合 

18,900 25,200 18,900 44,100 44,100 63,000 

上記以

外 

入場料を徴

収しない場

合 

18,900 25,200 18,900 44,100 44,100 63,000 

小体育室 1,500 2,000 1,500 3,500 3,500 5,000 

(イ) 平日(登録団体を除く。) 

   区分 午前 午後 夜間 午前・午

後 

午後・夜

間 

全日 

 床区分   

施設    

競技

場 

体育・

スポー

ツを目

的 

入場料を徴

収しない場

合 

 円 円 円 円 円 円 

1／3 3,560 4,840 3,560 8,400 8,400 11,960 

1／2 5,340 7,220 5,340 12,560 12,560 17,900 

2／3 7,120 9,640 7,120 16,760 16,760 23,880 

全面 10,700 14,460 10,700 25,160 25,160 35,860 

入場料を徴

収する場合 

32,060 43,380 32,060 75,440 75,440 107,500 

上記以

外 

入場料を徴

収しない場

合 

32,060 43,380 32,060 75,440 75,440 107,500 

小体育室 2,800 3,880 2,800 6,680 6,680 9,480 

(ウ) 土曜日、日曜日及び休日(登録団体に限る。) 

   区分 午前 午後 夜間 午前・午

後 

午後・夜

間 

全日 

 床区分   

施設    

競技

場 

体育・

スポー

ツを目

的 

入場料を徴

収しない場

合 

 円 円 円 円 円 円 

1／3 4,200 5,600 4,200 9,800 9,800 14,000 

1／2 6,300 8,400 6,300 14,700 14,700 21,000 

2／3 8,400 11,200 8,400 19,600 19,600 28,000 

全面 12,600 16,800 12,600 29,400 29,400 42,000 

入場料を徴

収する場合 

37,800 50,400 37,800 88,200 88,200 126,000 

上記以

外 

入場料を徴

収しない場

合 

37,800 50,400 37,800 88,200 88,200 126,000 

小体育室 3,000 4,000 3,000 7,000 7,000 10,000 

(ウ) 土曜日、日曜日及び休日(登録団体に限る。) 

    区分 午前 午後 夜間 午前・午

後 

午後・夜

間 

全日 

  床区分     

    区分 午前 午後 夜間 午前・午

後 

午後・夜

間 

全日 

  床区分     



施設     

競技

場 

体育・

スポー

ツを目

的 

入場料を徴

収しない場

合 

1／3 円 

2,100 

円 

2,830 

円 

2,100 

円 

4,930 

円 

4,930 

円 

7,030 

1／2 3,150 4,240 3,150 7,390 7,390 10,540 

2／3 4,190 5,650 4,190 9,840 9,840 14,030 

全面 6,280 8,490 6,280 14,770 14,770 21,050 

入場料を徴

収する場合 

18,850 25,460 18,850 44,310 44,310 63,160 

上記以

外 

入場料を徴

収しない場

合 

18,850 25,460 18,850 44,310 44,310 63,160 

小体育室 1,720 2,270 1,720 3,990 3,990 5,710 

(エ) 土曜日、日曜日及び休日(登録団体を除く。) 

施設     

競技

場 

体育・

スポー

ツを目

的 

入場料を徴

収しない場

合 

1／3 円 

2,400 

円 

3,200 

円 

2,400 

円 

5,600 

円 

5,600 

円 

8,000 

1／2 3,600 4,800 3,600 8,400 8,400 12,000 

2／3 4,800 6,400 4,800 11,200 11,200 16,000 

全面 7,200 9,600 7,200 16,800 16,800 24,000 

入場料を徴

収する場合 

21,600 28,800 21,600 50,400 50,400 72,000 

上記以

外 

入場料を徴

収しない場

合 

21,600 28,800 21,600 50,400 50,400 72,000 

小体育室 1,800 2,400 1,800 4,200 4,200 6,000 

(エ) 土曜日、日曜日及び休日(登録団体を除く。) 

   区分 午前 午後 夜間 午前・午

後 

午後・夜

間 

全日 

 床区分   

施設    

競技

場 

体育・

スポー

ツを目

的 

入場料を徴

収しない場

合 

 円 円 円 円 円 円 

1／3 4,200 5,660 4,200 9,860 9,860 14,060 

1／2 6,300 8,480 6,300 14,780 14,780 21,080 

2／3 8,380 11,300 8,380 19,680 19,680 28,060 

全面 12,560 16,980 12,560 29,540 29,540 42,100 

入場料を徴

収する場合 

37,700 50,920 37,700 88,620 88,620 126,300 

上記以

外 

入場料を徴

収しない場

合 

37,700 50,920 37,700 88,620 88,620 126,300 

小体育室 3,440 4,540 3,440 7,980 7,980 11,420 

イ 個人使用 

   区分 午前 午後 夜間 午前・午

後 

午後・夜

間 

全日 

 床区分   

施設    

競技

場 

体育・

スポー

ツを目

的 

入場料を徴

収しない場

合 

 円 円 円 円 円 円 

1／3 4,800 6,400 4,800 11,200 11,200 16,000 

1／2 7,200 9,600 7,200 16,800 16,800 24,000 

2／3 9,600 12,800 9,600 22,400 22,400 32,000 

全面 14,400 19,200 14,400 33,600 33,600 48,000 

入場料を徴

収する場合 

43,200 57,600 43,200 100,800 100,800 144,000 

上記以

外 

入場料を徴

収しない場

合 

43,200 57,600 43,200 100,800 100,800 144,000 

小体育室 3,600 4,800 3,600 8,400 8,400 12,000 

イ 個人使用 

区分 

施設 

市内 市外 

午前 午後 夜間 午前 午後 夜間 

競技場 各区分ごとに 

小学生及び中学生 

1回につき 120円 

回数券(11回分) 1,200円 

15歳以上の者(中学生を除く。) 

1回につき 260円 

各区分ごとに 

小学生及び中学生 

1回につき 240 円 

回数券(11回分) 2,400円 

15歳以上の者(中学生を除く。) 

1回につき 520 円 

小体育室 

区分 

施設 

市内 市外 

午前 午後 夜間 午前 午後 夜間 

競技場 各区分ごとに 

小学生及び中学生 0円 

15歳以上の者(中学生を除く。) 

1回につき 400円 

回数券(11回分) 4,000円 

各区分ごとに 

小学生及び中学生 

1回につき 400 円 

回数券(11回分) 4,000円 

15歳以上の者(中学生を除く。) 

1回につき 800 円 

小体育室 



回数券(11回分) 2,600円 回数券(11回分) 5,200円 

(2) トレーニング室 

回数券(11回分) 8,000円 

(2) トレーニング室 

ア 専用使用 

施設 区分 使用料 

市内 市外 

第 2トレーニング

室 

  円 円 

午前 9時から午後 1時まで 580 1,160 

午後 1時から午後 5時まで 580 1,160 

午後 5時から午後 9時まで 580 1,160 

第 3トレーニング

室 

 

 

 

 

午前 9時から午後 1時まで 2,180 4,360 

午後 1時から午後 5時まで 2,180 4,360 

午後 5時から午後 9時まで 2,180 4,360 

イ 個人使用 

ア 専用使用 

施設 区分 使用料 

市内 市外 

第 2トレーニング

室 

  円 円 

午前 9時から午後 1時まで 700 1,400 

午後 1時から午後 5時まで 700 1,400 

午後 5時から午後 9時まで 700 1,400 

第 3トレーニング

室 

午前 9時から午後 1時まで 2,600 5,200 

午後 1時から午後 5時まで 2,600 5,200 

午後 5時から午後 9時まで 2,600 5,200 

イ 個人使用 

施設 区分 使用料 

市内 市外 

第 1トレーニング

室 

入場してから退場するまで

を 1回とする。 

小学生及び中学生 

1回につき 120円 

回数券(11回分) 

1,200円 

15歳以上の者(中学

生を除く。) 

1回につき 260円 

回数券(11回分) 

2,600円 

小学生及び中学生 

1 回につき 240円 

回数券(11回分) 

2,400円 

15歳以上の者(中学

生を除く。) 

1 回につき 520円 

回数券(11回分) 

5,200円 

第 2トレーニング

室 

午前 9時から午後 1時ま

で、午後 1時から午後 5時

まで及び午後 5時から午後

9時までをそれぞれ 1回と

する。 

第 3トレーニング

室 

(3) 温水プール 

施設 区分 使用料 

市内 市外 

第 1トレーニング

室 

入場してから退場するまで

を 1回とする。 

小学生及び中学生 

1回につき 0円 

15歳以上の者(中学

生を除く。) 

1回につき  

400円 

回数券(11回分) 

4,000円 

小学生及び中学生 

1回につき 

400円 

回数券(11回分) 

4,000円 

15 歳以上の者(中学

生を除く。) 

1回につき 

800円 

回数券(11回分) 

8,000円 

第 2トレーニング

室 

午前 9時から午後 1時ま

で、午後 1時から午後 5時

まで及び午後 5時から午後

9時までをそれぞれ 1回と

する。 

第 3トレーニング

室 

(3) 温水プール 

ア 専用使用 

区分 使用料 

市内 市外 

ア 専用使用 

区分 使用料 

市内 市外 



  円 円 

午前 9時 30分から午前 11時 30分まで 1コー

スにつき 

2,300 4,600 

午後 1時から午後 3時まで 1コースにつき 2,300 4,600 

午後 6時から午後 8時まで 1コースにつき 2,300 4,600 

イ 個人使用 

  円 円 

午前 9時 30分から午前 11時 30分まで 1コー

スにつき 

2,800 5,600 

午後 1時から午後 3時まで 1コースにつき 2,800 5,600 

午後 6時から午後 8時まで 1コースにつき 2,800 5,600 

イ 個人使用 

区分 使用料 

市内 市外 

小学生及び中学生 1回につき 円 

200 

円 

400 

回数券(11回分) 2,000 4,000 

15 歳以上の者(中学

生を除く。) 

1回につき 400 800 

回数券(11回分) 4,000 8,000 
 

区分 使用料 

市内 市外 

小学生及び中学生 1回につき 円 

0 

円 

400 

回数券(11回分) ― 4,000 

15歳以上の者(中学

生を除く。) 

1回につき 500 1,000 

回数券(11回分) 5,000 10,000 
 

4 横須賀市西体育会館（営利を目的としない場合に限る。） 

(1) 競技場及び小体育室 

ア 専用使用 

(ア) 平日(登録団体に限る。) 

  区分   午前 午後 夜間 午前・

午後 

午後・

夜間 

全日 

施設 床区分   

    

競技

場 

体育・スポー

ツを目的 

入場料を徴収

しない場合 

1／2 円 円 円 円 円 円 

1,790 2,420 1,790 4,210 4,210 6,000 

全面 3,580 4,820 3,580 8,400 8,400 11,980 

入場料を徴収

する場合 

10,720 14,490 10,720 25,210 25,210 35,930 

上記以外 入場料を徴収

しない場合 

10,720 14,490 10,720 25,210 25,210 35,930 

小体育室 1,400 1,940 1,400 3,340 3,340 4,740 

(イ) 平日(登録団体を除く。) 

4 横須賀市西体育会館（営利を目的としない場合に限る。） 

(1) 競技場及び小体育室 

ア 専用使用 

(ア) 平日(登録団体に限る。) 

  区分   午前 午後 夜間 午前・

午後 

午後・

夜間 

全日 

施設 床区分   

    

競技

場 

体育・スポー

ツを目的 

入場料を徴収

しない場合 

1／2 円 円 円 円 円 円 

2,100 2,800 2,100 4,900 4,900 7,000 

全面 4,200 5,600 4,200 9,800 9,800 14,000 

入場料を徴収

する場合 

12,600 16,800 12,600 29,400 29,400 42,000 

上記以外 入場料を徴収

しない場合 

12,600 16,800 12,600 29,400 29,400 42,000 

小体育室 1,500 2,000 1,500 3,500 3,500 5,000 

(イ) 平日(登録団体を除く。) 

   区分 午前 午後 夜間 午前・

午後 

午後・

夜間 

全日 

 床区分   

施設    

競技

場 

体育・スポー

ツを目的 

入場料を徴収

しない場合 

 円 円 円 円 円 円 

1／2 3,580 4,840 3,580 8,420 8,420 12,000 

全面 7,160 9,640 7,160 16,800 16,800 23,960 

   区分 午前 午後 夜間 午前・

午後 

午後・

夜間 

全日 

 床区分   

施設    

競技

場 

体育・スポー

ツを目的 

入場料を徴収

しない場合 

 円 円 円 円 円 円 

1／2 4,200 5,600 4,200 9,800 9,800 14,000 

全面 8,400 11,200 8,400 19,600 19,600 28,000 



入場料を徴収

する場合 

21,440 28,980 21,440 50,420 50,420 71,860 

上記以外 入場料を徴収

しない場合 

21,440 28,980 21,440 50,420 50,420 71,860 

小体育室 2,800 3,880 2,800 6,680 6,680 9,480 

(ウ) 土曜日、日曜日及び休日(登録団体に限る。) 

入場料を徴収

する場合 

25,200 33,600 25,200 58,800 58,800 84,000 

上記以外 入場料を徴収

しない場合 

25,200 33,600 25,200 58,800 58,800 84,000 

小体育室 3,000 4,000 3,000 7,000 7,000 10,000 

(ウ) 土曜日、日曜日及び休日(登録団体に限る。) 

  区分   午前 午後 夜間 午前・

午後 

午後・

夜間 

全日 

施設 床区分   

    

競技

場 

体育・スポー

ツを目的 

入場料を徴収

しない場合 

1／2 円 円 円 円 円 円 

2,110 2,830 2,110 4,940 4,940 7,050 

全面 4,200 5,660 4,200 9,860 9,860 14,060 

入場料を徴収

する場合 

12,610 17,010 12,610 29,620 29,620 42,230 

上記以外 入場料を徴収

しない場合 

12,610 17,010 12,610 29,620 29,620 42,230 

小体育室 1,720 2,270 1,720 3,990 3,990 5,710 

(エ) 土曜日、日曜日及び休日(登録団体を除く。) 

  区分   午前 午後 夜間 午前・

午後 

午後・

夜間 

全日 

施設 床区分   

    

競技

場 

体育・スポー

ツを目的 

入場料を徴収

しない場合 

1／2 円 円 円 円 円 円 

2,400 3,200 2,400 5,600 5,600 8,000 

全面 4,800 64,00 4,800 11,200 11,200 16,000 

入場料を徴収

する場合 

14,400 19,200 14,400 33,600 48,000 33,600 

上記以外 入場料を徴収

しない場合 

14,400 19,200 14,400 33,600 48,000 33,600 

小体育室 1,800 2,400 1,800 4,200 4,200 6,000 

(エ) 土曜日、日曜日及び休日(登録団体を除く。) 

   区分 午前 午後 夜間 午前・

午後 

午後・

夜間 

全日 

 床区分   

施設    

競技

場 

体育・スポー

ツを目的 

入場料を徴収

しない場合 

 円 円 円 円 円 円 

1／2 4,220 5,660 4,220 9,880 9,880 14,100 

全面 8,400 11,320 8,400 19,720 19,720 28,120 

入場料を徴収

する場合 

25,220 34,020 25,220 59,240 59,240 84,460 

上記以外 入場料を徴収

しない場合 

25,220 34,020 25,220 59,240 59,240 84,460 

小体育室 3,440 4,540 3,440 7,980 7,980 11,420 

イ 個人使用 

   区分 午前 午後 夜間 午前・

午後 

午後・

夜間 

全日 

 床区分   

施設    

競技

場 

体育・スポー

ツを目的 

入場料を徴収

しない場合 

 円 円 円 円 円 円 

1／2 4,800 6,400 4,800 11,200 11,200 16,000 

全面 9,600 12,800 9,600 22,400 22,400 32,000 

入場料を徴収

する場合 

28,800 38,400 28,800 67,200 67,200 96,000 

上記以外 入場料を徴収

しない場合 

28,800 38,400 28,800 67,200 67,200 96,000 

小体育室 3,600 4,800 3,600 8,400 8,400 12,000 

イ 個人使用 

区分 

施設 

市内 市外 

午前 午後 夜間 午前 午後 夜間 

競技場 各区分ごとに 

小学生及び中学生 

1回につき 120円 

各区分ごとに 

小学生及び中学生 

1回につき 240 円 

小体育室 

区分 

施設 

市内 市外 

午前 午後 夜間 午前 午後 夜間 

競技場 各区分ごとに 

小学生及び中学生 0円 

15歳以上の者(中学生を除く。) 

各区分ごとに 

小学生及び中学生 

1回につき 400 円 

小体育室 



回数券(11回分) 1,200円 

15歳以上の者(中学生を除く。) 

1回につき 260円 

回数券(11回分) 2,600円 

回数券(11回分) 2,400円 

15歳以上の者(中学生を除く。) 

1回につき 520 円 

回数券(11回分) 5,200円 
 

1回につき 400円 

回数券(11回分) 4,000円 

回数券(11回分) 4,000円 

15歳以上の者(中学生を除く。) 

1回につき 800 円 

回数券(11回分) 8,000円 
 

(2) 温水プール 

ア 専用使用 

区分 使用料 

市内 市外 

午前 9時 30分から午前 11時 30分まで 1コー

スにつき 

円 

2,300 

円 

4,600 

午後 1時から午後 3時まで 1コースにつき 2,300 4,600 

午後 6時から午後 8時まで 1コースにつき 2,300 4,600 

イ 個人使用 

(2) 温水プール 

ア 専用使用 

区分 使用料 

市内 市外 

午前 9時 30分から午前 11時 30分まで 1コー

スにつき 

円 

2,800 

円 

5,600 

午後 1時から午後 3時まで 1コースにつき 2,800 5,600 

午後 6時から午後 8時まで 1コースにつき 2,800 5,600 

イ 個人使用 

区分 使用料 

市内 市外 

小学生及び中学生 1回につき 円 

200 

円 

400 

回数券(11回分) 2,000 4,000 

15 歳以上の者(中学

生を除く。) 

1回につき 400 800 

回数券(11回分) 4,000 8,000 

5 個人使用共通回数券 

区分 使用料 

市内 市外 

小学生及び中学生 1回につき 円 

0 

円 

400 

回数券(11回分) ― 4,000 

15歳以上の者(中学

生を除く。) 

1回につき 500 1,000 

回数券(11回分) 5,000 10,000 

5 個人使用共通回数券 

区分 使用料 

市内 市外 

小学生及び中学生 前各項に規定する施設(温

水プールを除く。)の使用

11回分及び前各項に規定

する温水プールの使用 11

回分 

円 

2,800 

円 

5,600 

15 歳以上の者(中学

生を除く。) 

前各項に規定する施設(温

水プールを除く。)の使用

11回分及び前各項に規定

する温水プールの使用 11

回分 

5,900 11,800 

備考 

区分 使用料 

市内 市外 

小学生及び中学生 前各項に規定する施設(温

水プールを除く。)の使用

11回分及び前各項に規定

する温水プールの使用 11

回分 

円 

   －     

 

円 

 6,400  

 

15歳以上の者(中学

生を除く。) 

前各項に規定する施設(温

水プールを除く。)の使用

11回分及び前各項に規定

する温水プールの使用 11

回分 

7,200  

 

14,400 

 

備考 

 （中略）  （中略） 



13 7月 1日から 8月 31日までの期間における温水プールの専用使用は、午後 6時から午後 8時までの時間に

限る。 

13 7月 1日から 8月 31日までの期間における温水プールの専用使用は、午後 6時から午後 8時までの時間に

限る。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、この限りではない。 

 


